
内日地区まちづくり協議会規約 

 

第１章 総則 

（名称及び事務所） 

第１条 本会は内日地区まちづくり協議会（以下「協議会」という。）と称し、事務所を内日
公民館（大字内日下１１４６番地５）に置く。 

（区域） 

第２条 協議会の地区の区域は、別表１のとおりとする。 

（構成員） 

第３条 協議会の構成員は、次に掲げるものとする。 

(1) 地区内に居住する者 

(2) 地区内で活動する市民活動団体等 

(3) 地区内で事業を営む者又は地区内に存する事業所に勤務する者 

(4) 地区内に存する学校等に通う者 

 

第２章 目的及び活動 

（目的） 

第４条 協議会は、構成員相互の交流と親睦を図り、人と人とのつながりを大切にし、地域
の力が発揮できるまちづくりを目指し、自主的かつ主体的に活動を行うことを目的とする。 

（活動） 

第５条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。 

(1) 地区の課題、情報等を共有するための広報に関する活動 

(2) 地区の地域福祉、子育て支援、防犯、防災等の課題の解決に向けた共助に関する活動 

(3) 地区内外における地域交流に関する活動 

(4) 地区の特性である地域資源の活用に関する活動 

(5) 地区における市民等の意見や課題を把握し、まちづくり計画等に反映するための情報
収集に関する活動 

(6) 地区の課題の解決のための市との協働に関する活動 

 (7) 市の事業への協力及び市からの提案等に対する意見集約に関する活動 

 (8) 前各号に掲げるもののほか、地区において必要な住民自治によるまちづくりに関する
活動 

 

第３章 役員 

（役員の選任） 

第６条 協議会に次の役員を置く。 

(1) 会  長  １名 

(2) 副 会 長  ２名 

(3) 事務局長  １名 

(4) 会  計  １名 

(5) 部 会 長  ４名 

(6) 監  事  ２名 

２ 部会長を除く役員は、総会において選任する。 

（役員の任務） 

第７条 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

３ 事務局長は、協議会の事務局を総括する。 



４ 会計は、協議会の会計を担当する。 

５ 部会長は、担当する部を総括し、事業の企画・運営を行う。 

６ 監事は、協議会の会計及び事業を監査し、総会に監査報告する。 

（役員の任期） 

第８条 役員の任期は２年とし、就任年度の総会翌日から２年後の総会の日までとする。 
ただし、再任は妨げない。 

２ 欠員により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（事務局） 

第９条 協議会の円滑な運営を行うため事務局を置く。 

２ 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。 

(1)協議会の運営に関すること。 

(2)各部会の総括・調整に関すること。 

(3)各種事務手続きその他庶務に関すること。 

(4)その他事務局が行うこととなった事項に関すること。 

３ 事務局に事務員を置くことができる。 

４ 事務員は、事務局長の指示のもと事務を遂行する。 

 

第４章 顧問 

（顧問） 

第１０条 協議会に顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、総会の同意を経て会長が委嘱する。 

３ 顧問は、会議に出席して意見を述べることができる。 

 

第５章 会議 

（会議） 

第１１条 協議会の会議は、総会、運営委員会及び部会とする。 

２ 会議は、原則公開とし、構成員は傍聴できる。ただし、会長が必要と認めた場合には、
非公開とすることができる。 

 

  第６章 総会 

（総会） 

第１２条 総会は、協議会の最高議決機関とする。 

（総会の種類） 

第１３条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。 

（総会の構成） 

第１４条 総会は、代議員制とし、次に掲げる代議員をもって構成する。 

(1) 監事を除く役員 

(2) 別表２に掲げる協議会を構成する団体等から推薦された者 

(3) 地区に居住する市民の中から公募で選ばれた者 

２ 代議員の定数は５０名とし、協議会を構成する団体からの選出者と一般公募者の合計数 
とする。その任期は２年とし、原則、就任年度の総会翌日から２年後の総会の日までとす 
る。 

３ 公募による代議員の定数は設けず、協議会を構成する団体数に応じて増減するものとす 

る。その選出方法については別に定める。 
（総会の開催） 

第１５条 通常総会は、毎年会計年度終了後、概ね２か月以内に開催するものとする。 



２ 臨時総会は、会長が必要と認める場合又は代議員の３分の１以上の請求があった場合に
開催するものとする。 

（総会の招集） 

第１６条 総会は、会長が招集する。 

２ 総会を招集するには、少なくとも会議を開催する１週間前までに、会議の日時、場所及
び目的を示して、代議員に通知しなければならない。 

（総会の議長） 

第１７条 総会の議長は、その総会に出席した代議員の中から選出する。 

（総会の審議事項） 

第１８条 総会は、次の事項を審議し議決する。 

 (1) 事業計画及び収支予算に関すること。 

(2) 事業報告及び収支決算に関すること。 

(3) まちづくり計画の策定や見直しに関すること。 

(4) 役員の選任及び解任に関すること。 

(5) 規約の改正に関すること。 

(6) その他会務運営上必要な事項。 

（総会の定足数） 

第１９条 総会の開催は、代議員の３分の２以上の出席を要する。ただし、やむを得ないと
きは、委任状をもって出席にかえることができる。 

（総会の議決） 

第２０条 総会の議事は、出席代議員の過半数で決する。可否同数の時は議長の決するとこ
ろによる。 

（総会の議事録） 

第２１条 総会の議事録を作成し、次の事項を記載する。 

(1) 日時及び場所 

(2) 代議員総数及び出席代議員数 

(3) 開催目的、審議事項及び議決事項 

(4) 議事の経過の概要及びその結果 

(5) 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人２人が署名押印をしな
ければならない。 

 

第７章 運営委員会 

（運営委員会の構成） 

第２２条 運営委員会は、監事を除く役員をもって構成する。 

（運営委員会の審議事項） 

第２３条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議議決する。 

(1) 総会に付議すべき事項 

 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 

 (3) 総会、部会から提議された事項 

 (4) 構成員から提議された事項 

 (5) 細則に関する事項 

 (6) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

 

（運営委員会の開催） 

第２４条 運営委員会は、会長が招集する。 



２ 運営委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 

 (1) 会長が必要と認めたとき。 

 (2) 役員の２分の１以上から請求があったとき。 

３ 会長は、前項第２号の規定による請求があったときは、速やかに運営委員会を招集しな
ければならない。 

 

（運営委員会の議長） 

第２５条 運営委員会の議長は、会長が務める。 

（運営委員会の定足数） 

第２６条 運営委員会は、役員の２分の１以上の出席がなければ開催することができない。 

（運営委員会の議決） 

第２７条 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。賛否同数の時は議長の決する
ところによる。 

（運営委員会の議事録） 

第２８条 運営委員会の議事録を作成し、次の事項を記載する。 

(1) 日時及び場所 

(2) 委員総数及び出席委員数 

(3) 開催目的、審議事項及び議決事項 

(4) 議事の経過の概要及びその結果 

(5) 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその運営委員会において選任された議事録署名人２人が署名押印
をしなければならない。 

 

第８章 部会 

（部会の設置） 

第２９条 協議会に次に掲げる部会を置き、それぞれ当該各号に定める活動を行う。 

(1) 総務部会  まちづくり協議会の統括及び広報に関する活動 

(2) 産業・環境部会  産業施設整備、環境保全及び農業振興に関する活動 

(3) 暮らしの安全と教育部会  防災、安全対策、高齢者の健康と福祉及び子供の安全と
教育に関する活動 

(4) 活性化・イベント部会  内日地区の活性化（イベント）及び定住人口対策に関する
活動 

２ 部会は、前項で定める活動のほか、次の事項を審議議決する。 

(1) 部会に付託された事項の決定及び実施に関すること 

(2) 部会の事務に関すること 

(3) その他総会及び運営委員会の議決を要しない業務の遂行に関すること 

３ 第１項の規定にかかわらず、２部会以上に関わる活動その他必要と認める事項を審議す
るため、運営委員会の承認を得て専門委員会を置くことができる。専門委員会の運営に関
する事項は、別に定める。 

（部会長及び副部会長） 

第３０条 部会に部会長１人、副部会長２人以内を置く。 

２ 部会長及び副部会長は、部会員の中から互選する。 

３ 部会長は、部会の会務を総理し、会議の議長となる。 

４ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、前項の職務を代理する。 

５ 部会長及び副部会長の任期は２年とし、再任を妨げない。 

６ 欠員により選出された部会長及び副部会長の任期は、前任者の残任期間とする。 



７ 部会長及び副部会長は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでの間は
その職務を行わなければならない。 

（部会の開催） 

第３１条 部会は、部会長が招集する。 

２ 部会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 

 (1) 部会長が必要と認めたとき。 

 (2) 部会員の２分の１以上の者から招集の請求があったとき。 

３ 部会長は、前項第２号の規定による請求があったときは、速やかに部会を招集しなけれ
ばならない。 

 

第９章 会計 

（経費） 

第３２条 協議会の運営及び活動に要する経費は、交付金及びその他の収入をもって充てる。 
（会計年度） 

第３３条 協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

（会計監査） 

第３４条 監事は、協議会の会計年度が終了したとき又は会計事務が終了したときは、速や
かに会計監査を行うものとする。 

２ 前項に規定する会計監査の結果については、協議会の役員に報告するものとする。  

  

 第１０章 情報公開等 

（書類及び帳簿の備付け） 

第３５条 協議会は事業実施に係る書類、収入及び支出に関する証拠書類並びに帳簿等活動
に関する全ての書類を事務所に備え付けることとし、情報の公開を行うものとする。 

（個人情報保護の取扱い） 

第３６条 協議会が活動に伴い知り得た個人に関する情報については、その保護と適正な利
用に努めるとともに、本人の同意があるとき又は本人の権利利益を不当に侵害するおそれ
がないと認めるときに限り公開できるものとする。   

 

第１１章 附則 

（その他） 

第３７条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、運営委員会の
議決を経て別に定める。 

（規約の改廃） 

第３８条 この規約の改廃については、総会において出席代議員の３分の２以上の同意を必
要とする。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規約は、平成２８年１月２６日から施行する。 

 

（まちづくり協議会設立時の役員等の任期） 

２ 第８条第１項及び第１４条第２項の規定にかかわらず、まちづくり協議会設立時の役員

（部会長を除く。）及び代議員の任期は平成２９年度に後任者が就任するまでとする。また、

第３０条第５項の規定にかかわらず、まちづくり協議会設立時の部会長の任期は平成２９



年度に後任者が就任するまでとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規約は、平成２８年４月２４日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規約は、平成２９年４月２３日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規約は、令和元年５月１９日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規約は、令和４年５月２２日から施行する。 

 

別表１（第２条関係） 

地
区
の
区
域 

町 名 一 覧 

内日一町、内日二町、内日三町、内日四町、内日五町、内日六町 

内日七町、内日八町、内日九町 

 

 

別表２（第１４条関係） 

内日地区まちづくり協議会を構成する団体等 

内日自治連合会（内日一町自治会、内日二町自治会、内日三町自治会 

内日四町自治会、内日五町自治会、内日六町自治会、内日七町自治会 

内日八町自治会、内日九町自治会）内日自治連合会婦人部 

内日地区民生児童委員協議会、内日地区保健推進委員会、内日中学校ＰＴＡ 

内日小学校ＰＴＡ、内日校区学校運営協議会、内日長寿会、内日子ども見守り隊

内日を考える青年の会、下関市農業委員、下関土地改良区内日地区運営委員会 

下関市消防団内日分団、下関市スポーツ推進委員、山口県農業協同組合農事組合、

山口県農業協同組合内日女性部、農事組合法人うついの里、企業組合うつい工房、

農事組合法人うつい、内日ソフトボール協会、下関市青少年補導委員（内日校区）、

下関市食生活改善推進協議会、農事組合法人内日三町生産組合、 

株式会社内日アグリ、農事組合法人江後、内日良質米生産組合、 

社会福祉法人内日福祉会グリーンファーム、特定非営利活動法人豆たん、公募 

 

 

 



令和 4年度内日地区まちづくり協議会 役員 

役  職 氏  名 所属団体 

会  長 藤 岡 千 鶴 下関市食生活改善推進協議会 

副 会 長 戸 田  宏 純 内日七町自治会 

副 会 長 井 田  弘 文 下関市青少年補導委員（内日校区） 

事務局長 武 永 憲 昭 内日二町自治会 

会  計 河 村  千 夏 内日地区保健推進委員 

部 会 長 桝 野 克 己 総務部会 

部 会 長 竹  村   勝   産業・環境部会 

部 会 長 村 岡 満佐子 暮らしの安全と教育部会 

部 会 長 太 田 俊 彦 活性化・イベント部会 

監  事 太 田 俊 彦 公募委員 

監  事 笹 尾 武 人 

 

公募委員 

 

部会長及び副部会長   （令和４年５月２２日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

事務局長 武 永 憲 昭 

事務員 下 田 直 美 

 

部 会 名 部 会 長 副部会長 

総務部会 桝 野 克 己 清 田 良 子 

産業・環境部会 竹 村     勝  中 野 正 昭  

暮らしの安全と教育部会 村 岡 満佐子  岩 本  智 子 

活性化・イベント部会 太 田 俊 彦 岩 本 克 巳 



部会名 代議員名 所　属　団　体 備考

渡邉　輝忠 公募委員

戸田　宏純 公募委員 【副会長】

桝野　克己 内日地区民生児童委員協議会 [部会長]

武永　憲昭 内日二町自治会 【事務局長】

清田　良子 公募委員 [副部会長]

稲田　広子 内日自治連合会婦人部

藤岡　千鶴 下関市食生活改善推進協議会 【会長】

金田　悦夫 内日三町自治会

西本　哲紀 内日七町自治会

竹村　勝 農事組合法人うつい [部会長]

中野　正昭 公募委員 [副部会長]

金子　和行 農事組合法人うついの里

亀田　光則 下関土地改良区内日地区運営委員会

下田　敏純 下関市農業委員

中田　勝明 山口県農業協同組合農事組合

中野　保恵　 山口県農業協同組合内日女性部

中野　千鶴子 企業組合うつい工房

福永　彰　 株式会社内日アグリ

岡村　清幸 農事組合法人江後

中本　英樹 社会福祉法人内日福祉会グリーンファーム

河田　和行 内日一町自治会

益本　敏和 内日子ども見守り隊

井田　弘文 下関市青少年補導委員（内日校区） 【副会長】

村岡　満佐子 内日長寿会 [部会長]

上鶴　陽子 内日小学校ＰＴＡ

岩本　智子 内日中学校ＰＴＡ [副部会長]

石井　一夫 内日五町自治会

藤田　敬 内日六町自治会

河村　千夏 内日地区保健推進委員会 【会計】

竹原　美津子 特定非営利活動法人豆たん

川口　寛 内日校区学校運営協議会（内日中学校校長）

野﨑　誠 公募委員（内日小学校校長）

小塩　登 公募委員

福田　正美 内日を考える青年の会

太田　俊彦 公募委員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【監事】 [部会長]

笹尾　武人 公募委員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【監事】

今田　修治 公募委員

内田　英二 内日四町自治会

柴田　博 公募委員

下田　賢吾 内日八町自治会

平石　元実 内日九町自治会

三輪　孝文 下関市スポーツ推進委員

西田　富士夫 下関市消防団内日分団

岩本　克巳 内日地区ソフトボール協会 [副部会長]

稲田　謙三 内日良質米生産組合

清水　公彦 農事組合法人内日三町生産組合

令和４年５月２日現在

総務部会
９名

産業・環境部会
１２名

暮らしの安全と
教育部会
１２名

活性化・
イベント部会
１３名

計４６名 団体３６公募１０

令和４年度代議員名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


